
13

「指定棚田地
域振興協議
会」の設立

❷

棚田地域振興コンシェルジュによる支援内容
棚田地域振興コンシェルジュによる相談対応の例をご紹介します。

シチュエーション 地域担当コンシェルジュ
適宜、施策担当コンシェルジュと連携して相談に応じます。

「指定棚田 
地域」の指定

の申請

❶ 申請書にどんな内容を書いたらい
いんだろう？

申請書作成時のポイントなどをお伝えし
ます。

申請したい地域が他県にまたがっ
ている。どうやって協議を進めた
らいいんだろう？

該当する県の地域担当コンシェルジュと
連携し、協議の場の設定などをサポート
します。

話合いに使える事業はないかな？ 活用できる事業をご紹介します。

話合いの中でわからないことや
困ったことが出てきたら、その場
で解決したいなぁ。

協議会の話合いに同席し、必要な情報提
供や助言を行います。

協議会に、伝統文化や自然環境の
専門家や観光事業者など農業以外
の分野の人を含めたいけど、繋が
りがないなぁ。

関係する府省庁のコンシェルジュと連携
し、それぞれの府省庁の人脈の中で適当
な者を探してご紹介します。

協議会の規約って、これでいいの
かな？

必要なポイントが押さえられているか確
認します。

どんな目標や活動内容を定めたら
いいんだろう？ 参考となる例をご紹介します

こんな取組をしたいけど、使える
事業ってないかな？ 活用できる事業をご紹介します。

こんな取組をしてみたいけど、・
同じような取組をすでにしている
地区の話しを聞いてみたいなぁ。

関係する府省庁のコンシェルジュと連携
し、先進地区をご紹介します。

事業を活用するためにはどんな・
手続が必要なんだろう。

必要な手続等の情報を提供します。また、
事業の詳しい内容を直接聞けるよう、施
策担当コンシェルジュとおつなぎします。

活動をさらに発展させるため、・
企業や教育機関などこれまで繋
がりがなかった外部人材と話を・
してみたいなぁ。

関係する府省庁のコンシェルジュと連携
し、それぞれの府省庁の人脈の中で適当
な者を探してご紹介します。

「指定棚田地域
振興活動計画」
の策定・認定の

申請

❸

認定計画に 
基づく活動の

実施
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棚田地域振興の取組事例
長野県上田市（稲倉の棚田）

静岡県松崎町（石部棚田）

•・ 内閣府では、今後、棚田地域振興法を活用して棚田の保全や地域振興の取組を行っている地域の事例を取りまとめ、・

順次、内閣府ウェブサイトでご紹介していく予定です。

•・ 農林水産省では、棚田を核に特色ある発展を実現した先進事例や、棚田の保全や地域の・

活性化を図る際の壁となりやすい項目の解決策等を「棚田キラーコンテンツ化促進ガイド」・

にまとめ、紹介しています。

取組の概要 ・

棚田百選への認定をきっかけに棚田再生の機運が高まり、
復田等保全活動を開始。棚田オーナー制度や学校体験学習のほか、
棚田CAMP等の斬新なイベントや、市内の酒蔵と
連携して酒米オーナー制度にも取り組む。

棚田地域振興関連事業の活用 ・

•	 地域おこし協力隊（総務省）ー・・新たな人材のアイデアと人脈を活かした新たな取組に発展。
•	 健全育成のための体験活動推進事業（文科省）ー・・東京都中央区の学校の田植え体験活動を実施。
•	 中山間地域等直接支払（農水省）等

棚田地域振興コンシェルジュのサポート ・

定期的に現地に赴き、意見交換や保全活動への参加、法律の活用方法等
について相談に応じています。

取組の概要 ・

一時は約９割の棚田が荒廃したが、地域住民を交えて復田に取り組み。
持続可能な保全体制の構築と地域活性化のため、大学・高校等の外部と
連携するとともに、棚田オーナー制度や棚田米を活用した焼酎等の
特産品開発に取り組む。

棚田地域振興関連事業の活用 ・

•	 地域おこし協力隊	ー・・活動期間終了後も、地域の活動に積極的に参加。
•	 景観改善推進事業（国交省）ー・・景観計画策定のため、R2年度から実施。
•	 中山間地域等直接支払（農水省）等

棚田地域振興コンシェルジュのサポート ・

稲刈作業に参加するとともに、保存会を対象とした法律の説明会を実施しました。
関係事業の活用についても情報交換を行い、活用方法の相談に応じています

詳 し く は こ ち ら https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanada.html


